
２　 区域変更する期日　 平成 ��年 �月 ��日

熊本県告示第 638 号
　道路法（昭和 ��年法律第 ���号）第 ��条第 �項の規定に基づき、次のとおり道路の区
域を変更する。
　その関係図面は、平成 ��年 �月 ��日から ��日間、熊本県土木部道路維持課において一
般の縦覧に供する。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 道路の種類、路線名及び区域変更する区間等

２　 区域変更する期日　 平成 ��年 �月 ��日

熊本県告示第 639 号
　道路法（昭和 ��年法律第 ���号）第 ��条第 �項の規定に基づき、次のとおり道路の区
域を変更する。
　その関係図面は、平成 ��年 �月 ��日から ��日間、熊本県土木部道路維持課において一
般の縦覧に供する。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子

22 熊 本 県 公 報 第 1  0  8  7  8号平成 14年 8月 23日　金曜

国 交 安

����

�����

　　～

　　　�����

前宇土郡不知火町大字松合字屋敷新地

　　　　　　　　　　　　　地内から

同　　所　　　　　　　字山洲

　　　　　　　　　　　　　地内まで

��� 号
一般

国道

����

����

　　～

　　　����

後

単 道 改

�����

�����

　　～

　　　�����

前上益城郡矢部町大字目丸字北ノ又

　　　　　　　　　����番地先から

同　　所　　　同　　字

　　　　　　　　　����番地先まで

清和砥用線
一般

県道

�����

�����

　　～

　　　����

後

〃

����

����

　　～

　　　����

前上益城郡矢部町大字目丸字金地

　　　　　　　　　����番地先から

同　　所　　　同　　字

　　　　　　　　　同　�番地先まで

〃〃

����

����

　　～

　　　����

後

備 考
延　　　長

（メートル）

幅　　　員

（メートル）

前

後
区 域 変 更 す る 区 間路 線 名

道路

の

種類

単 道 改

�����

�����

　　～

　　��　���

前鹿本郡菊鹿町大字松尾字樋ノ口

　　　　　　　　����番�地先から

同　　所　　　　　　字前田

　　　　　　　　����番�地先まで

菊池鹿北線

主要

地方

道 
�����

�����

　　～

　　　����

後
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１　 道路の種類、路線名及び区域変更する区間等

２　 区域変更する期日　 平成 ��年 �月 ��日

熊本県告示第 640 号
　道路法（昭和 ��年法律第 ���号）第 ��条第 �項の規定に基づき、次のとおり道路の供
用を開始する。
　その関係図面は、平成 ��年 �月 ��日から ��日間、熊本県土木部道路維持課において一
般の縦覧に供する。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 道路の種類、路線名及び供用開始する区間等

２　 供用開始する期日　 平成 ��年 �月 ��日

熊本県告示第 641 号
　道路法（昭和 ��年法律第 ���号）第 ��条第 �項の規定に基づき、次のとおり道路の供
用を開始する。
　その関係図面は、平成 ��年 �月 ��日から ��日間、熊本県土木部道路維持課において一
般の縦覧に供する。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 道路の種類、路線名及び供用開始する区間等
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備 考
延　　　長

（メートル）

幅　　　員

（メートル）

前

後
区 域 変 更 す る 区 間路 線 名

道路

の

種類

単 防 災

�����

�����

　　～

　　　����

前玉名郡菊水町大字下津原字宮ノ下

　　　　　　　　　���番�地先から

同　　所　　　　　　　字東重倉

　　　　　　　　　���番�地先まで

竃 門 菰 田

山 鹿 線

一般

県道

�����

����

　　～

　　　����

後

備　　考
延　　　長

（メートル）
供 用 開 始 す る 区 間路　線　名道路の種類

単 道 改�����

玉名市大字津留字中代

　　　　　　　　　　　　　　��番�地先から

同　　所　　　字徳蔵

　　　　　　　　　　　　　�����番�地先まで

稲 佐 津 留

玉 名 線
一 般 県 道

備　　考
延　　　長

（メートル）
供 用 開 始 す る 区 間路　線　名道路の種類

地 道 改�����

上益城郡矢部町大字北中島字池の久保

　　　　　　　　　　　　　����番��地先から

同　　所　　　同　　字

　　　　　　　　　　　　　����番��地先まで

益城矢部線主要地方道

単 道 改����

上益城郡矢部町大字目丸字金地

　　　　　　　　　　　　　　����番地先から

同　　所　　　同　　字

　　　　　　　　　　　　　　同　�番地先まで

清和砥用線一 般 県 道

〃�����

上益城郡矢部町大字目丸字北ノ又

　　　　　　　　　　　　　　����番地先から

同　　所　　　同　　字

　　　　　　　　　　　　　　����番地先まで

〃〃



２　 供用開始する期日　 平成 ��年 �月 ��日

　公　　 告

熊本県公告第 670 号
　天草郡天草町天草町土地改良区理事長森安広から平成 ��年 �月 ��日付けで申請の定款
変更については、平成 ��年 �月 �日付けで認可した。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子

熊本県公告第 671 号
　八代市水島土地改良区の役員が次のとおり退任及び就任した旨届出があった。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
退　 任

就　 任
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単 道 改�����

上益城郡御船町大字上野字的場

　　　　　　　　　　　　　����番�地先から

同　　所　　　同　　字

　　　　　　　　　　　　　����番�地先まで

田代御船線一 般 県 道

緊 道 整�����

上益城郡甲佐町大字南三箇字藤崎

　　　　　　　　　　　　　　���番�地先から

同　　所　　　　　　　　字名免木

　　　　　　　　　　　　　　����番�地先まで

今 吉 野

甲 佐 線
〃

〃�����

上益城郡甲佐町大字中山字錦川

　　　　　　　　　　　　　　���番�地先から

同　　所　　　　　　　字古閑

　　　　　　　　　　　　　　���番�地先まで

〃〃

住　　　　　　　　　　　　　所氏　　　名役職名

八代市水島町����番地の��

八代市水島町����番地

八代市水島町����番地

八代市水島町����番地の��

八代市水島町����番地

八代市水島町����番地

八代市水島町����番地の��

八代市水島町����番地の�

八代市水島町����番地

八代市水島町����番地

千代永　義　光

松　村　文　昭

宮　本　儀　一

橋　本　昭　己

岡　山　正　生

橋　本　道　安

洲　崎　哲　雄

松　村　　　一

西　田　常　雄

古　川　義　富

理　事

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

監　事

　〃

　〃

住　　　　　　　　　　　　　所氏　　　名役職名

八代市水島町����番地の��

八代市水島町����番地

八代市水島町����番地の��

八代市水島町����番地

八代市水島町����番地

八代市水島町����番地

八代市水島町����番地の�

八代市水島町����番地の�

八代市水島町����番地

千代永　義　光

山　田　繁　�

丸　山　峰　雄

藤　本　修　一

垣　田　英　隆

西　田　憲　男

水　永　精　治

古　川　壽　男

満　田　　　豊

理　事

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

監　事

　〃
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熊本県公告第 672 号
　農業振興地域の整備に関する法律（昭和 ��年法律第 ��号）第 ��条第 �項の規定により
芦北広域営農団地整備計画を変更したので、同条第 �項において準用する同法第 ��条第 �
項の規定に基づき、次のとおり縦覧に供する。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子

熊本県公告第 673 号
　建設業法（昭和 ��年法律第 ���号）第 ��条第 �項の規定による処分を行ったので、同
法第 ��条の �第 �項の規定に基づき、次のとおり公告する。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 処分をした年月日
　　 平成 ��年 �月 �日
２　 被処分者の商号又は名称、主たる営業所の所在地、代表者の氏名及び許可番号
　　 ユーエス電気工業株式会社
　　 熊本市城山下代町 ���
　　 代表取締役　 内田　 節夫
　　 熊本県知事許可（般特－ �）第 ����号
３　 処分の内容
　　 建設業法第 ��条第 �項の規定に基づく営業の停止命令
　（１）　 停止を命ずる営業の範囲
　　　　 熊本県内の建設業に係る営業に関するもの。
　（２）　 期間
　　　　 平成 ��年 �月 ��日から平成 ��年 �月 �日までの ��日間
４　 処分の原因となった事実
　　 ユーエス電気工業株式会社は、平成 ��年以降の経営事項審査において、真正な決算と
　は異なる内容を記載した財務諸表を経営状況分析に提出し虚偽の申請を行った。
　　 また、これらの虚偽申請による経営事項審査の結果に基づいて競争入札参加資格審査
　申請を行った。
　　 これらのことが、建設業法第 ��条第 �項第 �号（請負工事に関する不誠実な行為）に
　該当すると認められる。

熊本県公告第 674 号
　平成 ��年 �月 �日に提出された大規模小売店舗立地法（平成 ��年法律第 ��号）に基づ
く届出に対し、同法第 �条第 �項の規定により阿蘇町から意見書の提出があったので、同
条第 ��項の規定により、次のとおりその概要を公告し、当該意見書を縦覧に供する。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 大規模小売店舗の名称及び所在地
　　 ニコニコ堂阿蘇店
　　 阿蘇町大字黒川横井ノ本 ������
２　 市町村意見の概要
　　 特に無し
３　 意見書の縦覧場所及び縦覧期間
　　 熊本県商工観光労働部商工政策課及び阿蘇地域振興局振興調整室
　　 平成 ��年 �月 ��日から平成 ��年 �月 ��日まで

熊本県公告第 675 号
　平成 ��年 �月 ��日に提出された大規模小売店舗立地法（平成 ��年法律第 ��号）に基
づく届出に対し、同法第 �条第 �項の規定により多良木町から意見書の提出があったので、
同条第 �項の規定により、次のとおりその概要を公告し、当該意見書を縦覧に供する。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 大規模小売店舗の名称及び所在地
　　 ニコニコ堂多良木店
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八代市水島町����番地の�鶴　田　敏　春監　事

縦　　　覧　　　場　　　所計　　画　　書　　名

熊本県農政部農政課

熊本県芦北地域振興局農林部農業振興課

芦北広域営農団地整備計画書



　　 球磨郡多良木町 ������
２　 市町村意見の概要
　　 本件に関する意見はありません。
３　 意見書の縦覧場所及び縦覧期間
　　 熊本県商工観光労働部商工政策課及び球磨地域振興局振興調整室
　　 平成 ��年 �月 ��日から平成 ��年 �月 ��日まで

熊本県公告第 676 号
　平成 ��年 �月 ��日に提出された大規模小売店舗立地法（平成 ��年法律第 ��号）に基
づく届出に対し、同法第 �条第 �項の規定により多良木町から意見書の提出があったので、
同条第 �項の規定により、次のとおりその概要を公告し、当該意見書を縦覧に供する。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 大規模小売店舗の名称及び所在地
　　 ニコニコ堂多良木店
　　 球磨郡多良木町 ������
２　 市町村意見の概要
　　 本件に関する意見はありません。
３　 意見書の縦覧場所及び縦覧期間
　　 熊本県商工観光労働部商工政策課及び球磨地域振興局振興調整室
　　 平成 ��年 �月 ��日から平成 ��年 �月 ��日まで

熊本県公告第 677 号
　平成 ��年 �月 �日に提出された大規模小売店舗立地法（平成 ��年法律第 ��号）に基づ
く届出に対し、同法第 �条第 �項の規定により熊本市から意見書の提出があったので、同
条第 ��項の規定により、次のとおりその概要を公告し、当該意見書を縦覧に供する。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 大規模小売店舗の名称及び所在地
　　 ニコニコ堂東バイパス店
　　 熊本市西原 ������
２　 市町村意見の概要
　　 届出に対する意見はないが、設置者は、変更後においても、当該大規模小売店舗が周
　辺地域の生活環境に与える影響について十分な注意を払い、生活環境上の問題が生じた
　場合は、地域住民の理解を得ながら対策を講じるなど誠意を持って必要な措置をとるよ
　う努めること。
３　 意見書の縦覧場所及び縦覧期間
　　 熊本県商工観光労働部商工政策課
　　 平成 ��年 �月 ��日から平成 ��年 �月 ��日まで

熊本県公告第 678 号
　平成 ��年 �月 �日に提出された大規模小売店舗立地法（平成 ��年法律第 ��号）に基づ
く届出に対し、同法第 �条第 �項の規定により熊本市から意見書の提出があったので、同
条第 ��項の規定により、次のとおりその概要を公告し、当該意見書を縦覧に供する。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 大規模小売店舗の名称及び所在地
　　 エース水前寺駅店
　　 熊本市水前寺一丁目 �����番ほか
２　 市町村意見の概要
　　 届出に対する意見はないが、設置者は、変更後においても、当該大規模小売店舗が周
　辺地域の生活環境に与える影響について十分な注意を払い、生活環境上の問題が生じた
　場合は、地域住民の理解を得ながら対策を講じるなど誠意を持って必要な措置をとるよ
　う努めること。
３　 意見書の縦覧場所及び縦覧期間
　　 熊本県商工観光労働部商工政策課
　　 平成 ��年 �月 ��日から平成 ��年 �月 ��日まで

熊本県公告第 679 号
　平成 ��年 �月 �日に提出された大規模小売店舗立地法（平成 ��年法律第 ��号）に基づ
く ��店舗の届出に対し、同法第 �条第 �項の規定により熊本市から意見書の提出があった
ので、同条第 �項の規定により、次のとおりその概要を公告し、当該意見書を縦覧に供す
る。
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　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 大規模小売店舗の名称
　　 ニコニコ堂帯山店、ニコニコ堂楠店、ニコニコ堂秋津店、ニコニコ堂武蔵ヶ丘店、ニ
　　 コニコ堂上熊本店、サンピアンシティーモール、クリスタルモールはません店、ニコ
　　 ニコ堂南熊本店、ニコニコ堂日吉店、ニコニコ堂田迎店、ニコニコ堂桜木店
２　 市町村意見の概要
　　 届出に対する意見はないが、設置者は、変更後においても、当該大規模小売店舗が周
　辺地域の生活環境に与える影響について十分な注意を払い、生活環境上の問題が生じた
　場合は、地域住民の理解を得ながら対策を講じるなど誠意を持って必要な措置をとるよ
　う努めること。
３　 意見書の縦覧場所及び縦覧期間
　　 熊本県商工観光労働部商工政策課
　　 平成 ��年 �月 ��日から平成 ��年 �月 ��日まで

熊本県公告第 680 号
　平成 ��年 �月 ��日に提出された大規模小売店舗立地法（平成 ��年法律第 ��号）に基
づく届出に対し、同法第 �条第 �項の規定により宇土市から意見書の提出があったので、
同条第 �項の規定により、次のとおりその概要を公告し、当該意見書を縦覧に供する。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 大規模小売店舗の名称及び所在地
　　 ショッピングプラザ宇土
　　 宇土市善導寺町字綾織 ���番地ほか
２　 市町村意見の概要
　　 周辺地域の住民に対し適切な配慮を行い、問題があった場合は早急に対応し地域住民
　の理解を得られるよう努めていただきたい。
３　 意見書の縦覧場所及び縦覧期間
　　 熊本県商工観光労働部商工政策課及び宇城地域振興局振興調整室
　　 平成 ��年 �月 ��日から平成 ��年 �月 ��日まで

熊本県公告第 681 号
　特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、特定非営利活動促進法（平成 ��
年法律第 �号）第 ��条第 �項の規定により次のとおり公告する。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 申請年月日
　　 平成 ��年 �月 �日
２　 名称
　　 特定非営利活動法人八竜会
３　 代表者の氏名
　　 山口　 穗壽子
４　 主たる事務所の所在地
　　 熊本県八代市田中町 ��番地の �
５　 定款に記載された目的
　　 この法人は、要援護者及びその家族等に対して、保健・医療又は福祉の増進及び安心
　して住める町づくりに関する事業を行い、地域福祉の向上に寄与することを目的とする。

熊本県公告第 682 号
　土地改良法（昭和 ��年法律第 ���号）第 ��条第 �項の規定に基づき、県営羊角湾周辺
地区（内の原Ｂ工区）土地改良事業（区画整理）計画を定めたので、同条第 �項の規定に
基づき公告し、土地改良事業計画書の写しを次のように縦覧に供する。
　この土地改良事業計画につき異議があるものは、縦覧期間終了後 ��日以内に申し立てら
れたい。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 縦覧に供する書類の名称
　　 県営羊角湾周辺地区（内の原Ｂ工区）土地改良事業（区画整理）計画書の写し
２　 縦覧期間
　　 平成 ��年 �月 ��日から平成 ��年 �月 ��日まで
３　 縦覧場所
　　 牛深市役所
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熊本県公告第 683 号
　肥料取締法（昭和 ��年法律第 ���号）第 ��条第 �項の規定に基づき、次の肥料の登録
有効期間を更新したので、同法第 ��条第 �項の規定に基づき公告します。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子

熊本県公告第 684 号
　八代市水島土地改良区理事長千代永義光から平成 ��年 �月 ��日付けで申請の定款変更
については、平成 ��年 �月 ��日付けで認可した。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子

熊本県公告第 685 号
　県政に係る意見提出手続（県政パブリック・コメント手続）実施要綱第 �の規定により、
都市計画区域マスタープラン基本方針（案）について、意見を募集する。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 意見募集の対象
　　 都市計画区域マスタープラン基本方針（案）
２　 意見募集の期間
　（１）　 電子メール及びファックスの場合は、平成 ��年 �月 ��日（月）から平成 ��年 �
　　　 月 ��日（水）午後 �時 ��分まで
　（２）　 郵送の場合は、平成 ��年 �月 ��日（水）まで（必着）
３　 基本方針（案）の掲載（閲覧）場所
　（１）　 熊本県ホームページ（�������������	
�����������
　　 ア　「熊本県ホームページ」の「ご意見募集」のコーナーをクリックし、「県政に係る
　　　 意見提出手続」を再度クリックすること。
　　 イ　「県政に係る意見提出手続」コーナーの「案件名」欄の「都市計画区域マスター
　　　 プラン基本方針（案）」をクリックすること。
　（２）　 熊本県土木部都市計画課（熊本県庁行政棟本館 ��階）
　（３）　 熊本県各地域振興局振興調整室及び土木部（県内 ��か所）並びに県熊本土木事
　　　 務所
　（４）　 熊本県情報プラザ（熊本県庁行政棟新館 �階）
４　 意見の提出方法
　　 意見については、住所、氏名（団体としての意見であれば団体名）、電話番号等を記
　入し、次の方法で送付すること。（様式は問わない）
　　 なお、電話や口頭による意見の提出は受け付けない。
　（１）　 電子メールの場合　「ご意見送付フォーム」
　（２）　 ファックスの場合　 ���：����������	
　熊本県土木部都市計画課
　（３）　 郵送の場合　　　　 〒 ��������　　　　 熊本県土木部都市計画課
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更 新 し た

年 月 日

生 産 業 者 の 氏 名

または名称及び住所
その他の規格

保証成分量

（％）

肥料の

名 称

肥料の

種 類
登 録 番 号

平成��年

�月��日

有限会社　谷脇石灰

工業

熊本県下益城郡松橋

町曲野������

普通肥料の公定規格

中炭酸カルシウム肥

料の「その他の制限

事項」のとおり

アルカリ分

：����

可溶性苦土

：����

����粒

状炭酸

苦土石

灰

炭酸カ

ルシウ

ム肥料

熊本県肥

第����号

平成��年

�月��日

有限会社　金橋物産

熊本県水俣市袋字長

尾����番地�

普通肥料の公定規格

中炭酸カルシウム肥

料の「その他の制限

事項」のとおり

アルカリ分

：����

可溶性苦土

：���

���炭

酸苦土

石灰�

号

炭酸カ

ルシウ

ム肥料

熊本県肥

第����号

平成��年

�月��日

株式会社　三成

熊本県宇土市馬之瀬

町���番地

含有を許される有害

成分の最大量は、公

定規格のとおり

窒素全量

：���

りん酸全量

：���

スー

パー輝

混合有

機質肥

料

熊本県肥

第����号

平成��年

�月��日

安田石灰工業株式会

社

熊本県八代市花園�

番地の��

普通肥料の公定規格

中炭酸カルシウム肥

料の「その他の制限

事項」のとおり

アルカリ分

：����

可溶性苦土

：����

����炭

酸苦土

石灰

炭酸カ

ルシウ

ム肥料

熊本県肥

第����号


